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長崎県庁舎（行政棟・議会棟ほか）建設工事の設計業務プロポーザルの 

２次審査（公開プレゼンテーション）について 

 

 

 このことについて、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、審査の公平性を確保するため、２次審査の対象となる具体的な企業名は最終

決定まで公表しないこととしておりますので、申し添えます。 

 

記 

 

１．２次審査（詳細は別紙のとおり） 

   日時：３月１８日（日）１３時～１７時 

   場所：長崎県農協会館（長崎市出島町） ７階大ホール（定員３００名） 

内容：候補者（４者）毎によるプレゼンテーション（技術提案の説明）及び審

査委員によるヒアリング 

※傍聴を希望される方は、事前申し込みが必要となります。 

 

２．審査結果 

   最優秀提案者及び次点については、公開プレゼンテーションによる審査の終了

後、審査委員会（非公開）を開催し、選定されます。 

   審査結果の公表日時等については、追ってお知らせします。 

 



新たな県庁舎の設計者を選定するため、審査の一環
として行う候補者（４者）毎によるプレゼンテーショ
ン（技術提案の説明）と審査委員によるヒアリングを
公開します。

申込先・お問い合わせ先：長崎県総務部 県庁舎建設課
住所：〒850-8570長崎市江戸町2-13 TEL:095-894-3161
FAX:095-894-3487 E-mail:s01140@pref.nagasaki.ｌｇ.jp

日 時 平成２４年３月１８日（日）
（開場12時30分、開始13時～17時）
入場無料、定員300名（申込順）

場 所 （社）長崎県農協会館 ７階大ホール
長崎市出島町1-20

・傍聴を希望される方は事前の申し込みが必要です。
・裏面にご留意のうえお申し込みください。
※傍聴者からの質疑は受け付けませんので、ご了承ください。
・申込先：下記をご覧ください。
・申込方法：ＦＡＸ、電子メール、郵送にてお申し込みください。
・申し込みの際には住所、氏名、電話番号が必要となります。申込用紙は、各

振興局においてあります。また、県庁舎建設課のホームページからもダウン
ロード可能です。申込用紙は任意の様式（官製はがき等）でも結構です。

傍聴を希望される方へ

各候補者から、長崎魚
市跡地における県庁舎
建設について、配置や
デザインなど考え方の
提案があります。



 

 

 

■申し込みについての注意事項 

・ 事前申し込みが定員よりも少ない場合は、会場での当日申し込みにより傍聴可能で

す（来場順）。 

・ 事前申し込みにより定員に達した場合は、ホームページ等でお知らせします。 

・ 定員を超えた後に申し込まれた方には、傍聴できない旨、ご連絡します。 

 

■傍聴にあたってのご留意点 

 

 

 

 

・ 駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください 

・ 傍聴者からの質疑は受け付けませんので、ご了承ください 

・ 静粛に傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により賛成、反対の意向などを

表明しないでください 

・ のぼり、旗、プラカード、はちまき、たすき、ゼッケンその他示威のために利用す

ると認められるものを携帯または着用しないでください 

・ 談話をし、または騒ぎたてるなど審査の妨害となるような行為はしないでください 

・ ホール内での飲食及び喫煙は禁じられております 

・ 携帯電話など音を発する機器をお持ちの方は電源をお切りください 

・ 写真撮影・録音・録画は固くお断りします 

・ その他のことについても、係員の指示に従ってください 

※以上のことを守られない場合は、退場していただくことがあります。 

 

■設計業務の概要について 

以下の業務を今回選定された設計者に委託する予定です。 

・ 尾上地区全体（長崎魚市跡地全体）の基本設計方針（基本計画）の策定 

・ 行政棟と議会棟の基本設計及び実施設計 

・ 駐車場棟の基本設計 

 

■設計者の選定について 

・ 設計者を選定する審査委員会の審査は、各候補者による提案書の説明及び質疑応答

の後に非公開で行います。 

 

■設計者選定方法について 

設計者選定方法はプロポーザル方式で行っています。これは、最適な創造力、技術力、

経験、実施体制などを持つ「設計者（人）」を選ぶ方法のことです。 

 

■その他 

審査の公平性を保つため、ご来場の皆様並びに審査委員には、提案（説明）者の氏名

や所属する設計事務所等の名称を伏せてヒアリングが行われますので、ご了承くださ

い。 

 

新たな県庁舎設計者選定の 2 次審査の 

「プレゼンテーションとヒアリング」を傍聴される方へ 

今回の２次審査は新たな県庁舎の設計者を選定する審査の一過程であり、

重要な判断要素となります。傍聴マナーにつきましては、十分なご配慮を

お願いいたします。 
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